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白トラが遂にゼロ
～2026年4月から罰則強化で業界変化～

秋田県貨物自動車運送適正化事業実施機関

１回あたり３時間以上
２分割の場合は合計１０時間以上(例：１回目３時間 ２回目８時間など)
３分割の場合は合計１２時間以上(例：１回目３時間 ２回目４時間 ３
回目６時間など)
分割休息の日は１ヶ月２分の１が限度

運送業界...特にダンプ界隈を語る上で、もはや殿堂入りと言っても過言ではない
“白トラ”。
今年４月から重要な局面に入ります。
「白ナンバートラック」に貨物の輸送を有償で委託してはいけない。
つまり、罰則有り...。
荷主は今までのように見て見ぬふりは出来ません。我々はしっかり周知喚起しな
ければいけません。

【関連資料】
・違法な「白トラ」への規制が令和８年４月１日から強化されます
～「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定～(令和7年11月21日)

移動元営業所
選任運転者１０名
登録車両数１０両

Ａ営業所
選任運転者５名
登録車両数５両

許 可取 消

３．認定を受けた自動点呼機器一覧
→ 表の右端「点呼の被実施場所」を必ず確認！
→“事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所含む”と記載されているものを選ぶ

No More“白トラ”

・・・・

リーフレットご活用下さい。
(QRからも。)

貨物自動車運送の許可の受けずに

有償で運送を行うこと。依頼すること。

どちらも違法です！

白トラ100%法人の皆様

依頼前に許可証の確認をしましょう。
【“相手が許可事業者かどうかは知らなかった”は通用しません！】

白から緑の許可証を取得しよう。
【違法な運送をした場合並びに関わった場合は注意喚起では済みません！】

荷主の皆様

！注意！注意！注意！注意！注意！注意！注意！注意！注意！注意！注意！注意！注意！注意！
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有償での運送は緑だけ
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